
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談窓口は、ほかにも 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

保護者・小中学生・どなたでも 

教育相談室 

小学生・中学生専用 

なやみ相談 SOS 

電話相談 0234-24-3650 

0120-783-042 

受付時間 ２４時間 

（返信までは少し時間がかかります。） 

 

一人一台配布されているタブレットを使って 

教育相談室と相談ができます。 

トップ画面のアイコンから 

アンケートフォームを送信できます。 

来室相談 総合文化センター２階 

平日：9：30～１８：00 

土曜：9：30～１２：30 

３人の相談専門員が対応いたします。 

関連図書も貸し出します。 

  

保護者のみなさまへ    酒田市 教育相談機関のご案内 

いじめ、友人関係、学校生活、 

不登校、子育ての悩みや不安、 

家族関係などの相談 

自分のこと、友達のこと、 

学校のこと、家族のこと、そのほか 

スクールカウンセラー 
各中学校に配置し、小学校にも派遣しています。

面談や相談を通して児童生徒を理解し、臨床心理

や発達心理に基づくアドバイスを行います。必要に応

じて、保護者面談も行います。 

スクールソーシャルワーカー 

小・中学校へ訪問します。いじめや不登校、暴力行

為、虐待、ヤングケアラー、家庭環境に心配がある児

童生徒について相談を行います。保護者面談や家庭

訪問も行います。 

教育相談員 
各中学校に配置しています。

生徒たちとのふれあいを通し、教

職員と情報交換を密にすること

で、各課題の早期発見・早期対

応につなげます。 

特別支援教育巡回相談員 
小・中学校へ訪問します。通常学

級で特別な支援が必要な児童生徒

や発達について心配のある子どもに

ついての相談を行い、必要に応じて

検査を行います。 

小・中学校へ訪問します。 

発達について心配のある子どもにつ

いての相談やソーシャルスキルトレー

ニング、必要に応じて検査を行いま

す。 

 

家庭訪問相談員 
ほとんど学校に登校できない児

童生徒及びその家庭を訪問しま

す。相談活動を行い、作業等を

通して子どもとふれ合い、家族の

相談にも応じます。 

 

酒田市こども家庭センター「ぎゅっと」 
 

所在地 ：酒田市本町二丁目 2番 45号 

（酒田市役所 1階 14番窓口） 

相談時間：月～金 8：30～17：15 

メール ：mirai@city.sakata.lg.jp 

友達のこと、学校のこと、自分のこと、家族のこと 

ひとりでどうしようか悩むときは、ぜひお気軽にご相談ください 
 

酒田市教育委員会 学校教育課 

 

〇子ども・家庭・児童虐待・ヤングケアラー・DVに関する相談 

電話：0234-24-0981 

〇子どもの発達に関する相談 

電話：0234-26-6258 

お子さんやご家庭の悩み 

児童虐待、ヤングケアラー、DVなどの相談 

ひとり親家庭の支援サービスの紹介など 


